
月 日 曜日 受付時間 対象集落 会場
　9：00～11：30 馬喰町 ★医療費控除を受ける方は、必ず明細書を作成してきてください。

後小路 ★申告相談受付が午前は１１：３０まで、午後は１５：００までとなっておりますのでお早めの受付をお願いいたします。
仲町 ★申告相談受付会場は「由利福祉保健センター」です。
神町 　由利総合支所駐車場が混み合う場合は、由利体育館駐車場をご利用ください。
大町 ★各集落の指定日に来られない場合は指定日以外でも受付いたします。

13：00～15:00 天神町 　休日申告は総合支所で行いませんので、本荘の申告会場で申告をお願いします。
小友町 ★夕方申告（１６時～１８時）、休日の午後申告（１３時～１５時）は実施しておりませんのでご了承ください。
上町 ★必ず受付時間内にお越しください。

13：00～15:00 西小路 ★相談される方は、申告内容を正確に把握してきてください。
　9：00～11：30 山王町 ★農業収入のある方は、作付面積に関係なく収支計算での申告となります。必ず収支をまとめてきてください。
13：00～15:00 小菅野 　収支をまとめていない場合や、農協からの販売額証明書、集落営農の損益計算書等がない場合は申告を受けられません。

東町 ★確定申告書は、インターネットを利用してパソコンでも作成できます。国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
東中沢

13：00～15:00 五十土
9：00～11：30 大水口
13：00～15:00 久保田

飯沢　 □マイナンバー関係書類と本人確認書類（①～③のいずれかが必要になります。）
陳ヶ森 　①  マイナンバーカード

13：00～15:00 曲沢 　②  通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写しと運転免許証等
9：00～11：30 蟹沢 　③  通知カードと健康保険被保険者証と年金手帳等
13：00～15:00 森子 □税務署から『申告のお知らせ』はがきや申告書が送付された方は、その申告書類一式
　9：00～11：30 土倉 　　全ての方に □生命保険、個人年金等の支払証明書
13：00～15:00 米山 　　　　　共通するもの □地震保険料（旧長期損保）控除用支払証明書
　9：00～11：30 黒沢 □国保税、国民年金の領収書又は控除証明書

舘町 □任意継続健康保険加入者は保険料の領収書
ゆりが丘 □給与の源泉徴収票原本（一時的な報酬や謝金、賃金等すべてのもの）

9：00～11：30 明法 □年金の源泉徴収票原本
13：00～15:00 奉行免 　（遺族年金や障害者年金は、源泉徴収票がないので年額を把握してきてください）

寺田 □申告者名義の金融機関口座番号と口座届出印
西上原 □医療費控除を受ける方は、医療費をまとめた明細書

13：00～15:00 山本 　※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、領収書のほか、控除対象者の
9：00～11：30 新屋敷 　　健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることを証明する書類が必要となります。

堰口 － 　　詳しくは全戸配布しております「医療費控除を受けられる方へ」をご覧ください。
田代 □農協に出荷している方は、農協からの農林産物販売金額証明書

　9：00～11：30 吉沢 　※農協からの各種納付、支払金明細書等経費ついての証明は発行されませんので
13：00～15:00 沢口 　　通帳等をもとにまとめてください。
　9：00～11：30 新上条 □カントリーエレベータ精算書
13：00～15:00 立井地 □集落営農加入者は、集落営農の個人分損益計算書
　9：00～11：30 屋敷 □収支を記載した関係帳簿、領収書等

中畑 □各種農業関係補助金などの証明書
平石 □免税対象の肉用牛の出荷があった場合は売却証明書
二タ子 □農協以外に出荷している物があればそれらの販売証明書等
南由利原 □自家消費の農産物（米・野菜等）の数量

13：00～15:00 蒲田 □作業受託料や受け取った小作料が分かるもの
　9：00～11：30 　※農協の購買取引明細書は申請により２００円で必要な方に発行されます。
13：00～15:00 □収支の内訳がわかるもの
9：00～11：30 山崎 □収入及び経費が分かるもの（通帳、領収書等）
13：00～15:00 南福田 □売買契約書など売却金額がわかるもの

□収用の特例等、特別控除に該当する場合は、買取り証明書等の関係書類一式

申告に関するお問い合わせは 由利総合支所市民サービス課　℡５３－２１１２ 本荘税務署　℡２２－２３３５
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【お願いと注意事項】【由利地域申告相談日程表】
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農業申告に使う収支内訳書を由利総合

支所市民サービス課窓口に用意します

のでぜひご利用ください。

確定申告書等作成コーナー
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市・県民税の電子申告

のみの場合はこちら
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